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中
国
研
究
集
刊 

称
号
（
総
六
十
号
記
念
号
）
平
成
二
十
七
年
六
月　

三
五
︱
五
二
頁

上
博
楚
簡
『
陳
公
治
兵
』
の
基
礎
的
検
討

草
野
友
子

上
海
博
物
館
が
所
蔵
す
る
戦
国
時
代
の
楚
の
竹
簡
「
上
海
博
物

館
蔵
戦
国
楚
竹
書
」（
上
博
楚
簡
）
は
、
春
秋
時
代
の
楚
国
に
関

す
る
故
事
を
豊
富
に
含
ん
で
い
る
。
二
〇
一
二
年
十
二
月
に
出
版

さ
れ
た
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）』（
馬
承
源
主
編
、

上
海
古
籍
出
版
社
）
に
は
四
篇
の
楚
国
故
事
が
収
録
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
う
ち
の
一
篇
、『
陳
公
治
兵
』
は
、
楚
の
戦
争
の
状
況

や
軍
隊
の
配
置
、
行
軍
や
攻
撃
の
方
法
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
伝
世
文
献
に
は
見
ら
れ
ず
、
楚
の
軍
事
の
実
態

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

整
理
者
は
、「
本
篇
は
、
前
半
部
分
は
比
較
的
整
っ
て
い
る
一

方
、
後
半
部
分
は
竹
簡
が
欠
損
し
、
文
意
が
不
明
で
あ
る
部
分
も

多
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
に
お
い
て
す
で

に
整
理
者
の
竹
簡
排
列
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
難
読
箇
所
も
多
く
存
在
す
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
竹
簡
の
排
列
案
を
検
討
し
て
本
篇
の
復

原
を
試
み
、
本
篇
の
内
容
に
つ
い
て
基
礎
的
な
検
討
を
加
え
て
い

き
た
い
。

一
、
基
礎
情
報

『
陳
公
治
兵
』
の
整
理
者
は
、
陳
佩
芬
氏
。
全
二
十
簡
、
完
簡

は
九
簡
、
残
簡
は
十
一
簡
。
簡
長
は
四
十
四
㎝
。
編
綫
は
三
道
、

簡
端
は
平
斉
、右
契
口
。
上
端
か
ら
第
一
契
口
ま
で
は
一
・
三
㎝
、

第
一
契
口
か
ら
第
二
契
口
ま
で
は
二
十
・
七
㎝
、
第
二
契
口
か
ら

第
三
契
口
ま
で
は
二
十
・
七
㎝
、
第
三
契
口
か
ら
下
端
ま
で
は

一
・
三
㎝
。
総
字
数
は
五
百
十
九
字
、
そ
の
う
ち
合
文
は
五
、
重

文
は
五
。
句
読
符
が
二
十
三
箇
所
見
ら
れ
る
。
篇
題
は
見
え
ず
、

「
陳
公
治
兵
」
は
内
容
に
基
づ
い
て
付
け
ら
れ
た
仮
称
で
あ
る
。
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整
理
者
に
よ
る
と
、
本
篇

は
、
楚
の
政
局
が
安
定
し
て
き

た
頃
に
楚
王
が
軍
隊
を
視
察

し
、
陳
公
に
対
し
て
執
事
人

（
職
務
を
補
佐
す
る
官
吏
）
を

助
け
て
士
卒
を
整
え
る
よ
う
要

請
し
、
陳
公
は
そ
の
命
令
に

従
っ
て
軍
隊
を
整
え
た
と
い
う

内
容
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

整
理
者
は
、
本
篇
の
第
１
簡

に
「
楚
邦
少
安
、
君
王
安
」
と

あ
り
、
こ
れ
は
平
王
の
初
期
に

し
ば
ら
く
仁
政
が
施
さ
れ
、
社

会
が
安
定
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
し
て
、
本
篇
の
楚

王
は
「
平
王
」（
在
位
、
前
五

二
九
～
前
五
一
六
年
）
で
あ
る

と
推
測
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

本
篇
中
に
は
、「
王
」「
君
王
」

と
あ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
王

名
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
本

篇
の
主
要
人
物
で
あ
る
陳
公

12345789101112131415 618 16171920
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は
、
伝
世
文
献
に
は
見
え
な
い

人
物
で
あ
り
、
陳
公
と
は
誰
な

の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は

特
定
し
が
た
い
。

さ
ら
に
本
篇
は
、
整
理
者
の

竹
簡
の
分
類
に
問
題
が
あ
る
と

見
ら
れ
る
。
竹
簡
の
分
類
の
際

に
一
つ
の
指
標
と
な
る
の
が
契

口
の
位
置
で
あ
る
が
、
本
篇
の

中
に
は
契
口
の
位
置
が
合
わ
な

い
も
の
が
あ
る
（
図
１
）。

以
下
に
挙
げ
る
竹
簡
の
簡
長

と
契
口
の
位
置
に
つ
い
て
、
整

理
者
が
提
示
す
る
測
定
値
と
、

竹
簡
の
実
寸
の
写
真
図
版
を
も

と
に
筆
者
が
計
測
し
た
測
定
値

を
ま
と
め
る
と
、
図
２
の
通
り

で
あ
る
（
注
1
）
。

第
16
簡
は
、
整
理
者
は
第
二

契
口
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な

い
が
、
写
真
図
版
で
は
第
二
契

口
が
確
認
で
き
る
。
第
一
契
口

竹簡
番号

簡　長
（cm）

頂　端
～第一契口

第一契口
～第二契口

第二契口
～第三契口

第三契口
～下段 備　　　考

１ 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。

２ 21.9 1.3
→1.2

20.6
→18.6

未記載
→2.1 ～ 無 下段残欠。20.6㎝は、

第一契口以下の長さ。
３ 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。
４ 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。

５ 22
→21.8 1.3 20.7

→19.5
未記載

→1.0 ～ 無 下段残欠。

６ 17.3 無 無 ～ 16 1.3 上段残欠。
７ 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。

８ 21.8 1.3 20.5 ？ 無 無 下段残欠。第二契口
は見えず。

９ 21.8 1.3 20.5 ？ 無 無 下段残欠。第二契口
は見えず。

10 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。
11 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。
12 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。
13 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。
14 44 1.3 20.7 20.7 1.3 完簡。

15 17.7 無 無 未記載
→～ 15.4 1.3 上段残欠。

16 20.7 ～ 0.7 未記載
→18.1

未記載
→1.9 ～ 無 上段やや残欠、下段

残欠。

17 21.8 1.3 20.6
→約18.5

未記載
→約2.0 ～ 無 下段残欠。20.6㎝は、

第一契口以下の長さ。

18 17.1 無 無 未記載
→～ 15.8 1.3 上段残欠。

19 21.7 1.3 20.4
→19.3

未記載
→1.1 ～ 無 下段残欠。20.4㎝は、

第一契口以下の長さ。

20 22.2 未記載
→～ 0.3 20.5 1.7

→1.4 ～ 無 上段やや残欠、下段
残欠。

図２
（※上段は整理者が提示する測定値、「→」は筆者による測定値を示す。「～」は前または後ろが欠損
しており、現存の長さを示す。）
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か
ら
第
二
契
口
ま
で
の
長
さ
は
十
八
・
一
㎝
で
あ
り
、
本
篇
の
契

口
間
の
長
さ
と
合
わ
な
い
。

第
17
簡
は
、
整
理
者
は
「
第
一
契
口
以
下
は
二
十
・
六
㎝
」
と

述
べ
、
第
二
契
口
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
第
二
契
口
は

写
真
図
版
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
最
下
部
の
文
字
と
下
か
ら
二

字
目
の
文
字
と
の
間
に
は
空
間
が
あ
り
、
こ
こ
に
第
二
契
口
が
あ

る
な
ら
ば
、
第
一
契
口
か
ら
第
二
契
口
ま
で
の
長
さ
は
約
十
八
・

五
㎝
で
あ
り
、
本
篇
の
契
口
間
の
長
さ
と
合
わ
な
い
。

第
18
簡
は
、
確
認
で
き
る
の
は
第
三
契
口
の
み
で
、
第
一
契

口
、
第
二
契
口
は
残
欠
し
て
い
る
。

第
19
簡
は
、
整
理
者
は
「
第
一
契
口
以
下
は
二
十
・
四
㎝
」
と

述
べ
、
第
二
契
口
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
写
真
図
版

で
は
第
二
契
口
が
確
認
で
き
る
。
第
一
契
口
か
ら
第
二
契
口
ま
で

の
長
さ
は
十
九
・
三
㎝
で
あ
り
、
本
篇
の
契
口
間
の
長
さ
と
合
わ

な
い
。

第
20
簡
は
、
整
理
者
は
、
第
一
契
口
か
ら
第
二
契
口
ま
で
は
二

十
・
五
㎝
と
述
べ
る
。
本
篇
の
契
口
間
の
長
さ
は
す
べ
て
二
十
・

七
㎝
で
あ
り
、
〇
・
二
㎝
の
誤
差
が
あ
る
。
整
理
者
は
、
第
８
簡

と
第
９
簡
の
第
一
契
口
か
ら
第
二
契
口
ま
で
の
長
さ
は
二
十
・
五

㎝
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
写
真
図
版
を
確
認
す
る
と
、
第
二
契

口
の
部
分
が
残
欠
し
て
い
る
た
め
、
実
際
は
も
う
少
し
長
い
可
能

性
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
篇
の
中
に
は
契
口
の
位
置
に
問
題
が
あ
る

も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
同
一
篇
と
み
な
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は

疑
わ
し
い
（
注
2
）
。

ま
た
、
本
篇
は
、
竹
簡
の
排
列
に
問
題
が
あ
り
、
整
理
者
の
排

列
の
ま
ま
全
体
を
通
読
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
先
行
研
究
に

お
い
て
竹
簡
の
排
列
案
が
い
く
つ
か
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

依
然
と
し
て
全
体
を
通
読
で
き
る
排
列
案
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
、
竹
簡
を
再
排
列
し
た
上
で
釈
読
を
提
示
し
、

本
篇
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
、
竹
簡
排
列
の
検
討
と
分
類

先
行
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
竹
簡
の
排
列
案
は
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

・
高
佑
仁
…
４
＋
５
＋
15

・
蘇
建
洲
…
３
＋
２
＋
４

・
張
崇
礼
…�

１
、
４
＋
５
＋
15
、
６
＋
７
＋
８
＋
14
、
９
、
16
＋

17
、
10
＋
11
＋
13
＋
12

・
林
清
源
…�

１
、
６
＋
７
＋
８
、
９
、
10
＋
11
＋
13
＋
12
、
14
、

３
＋
２
＋
４
前
段
、
４
後
段
＋
５
＋
15
、
16
、
17
、

18
、
19
、
20

（ 38 ）



以
上
を
参
考
に
、
竹
簡
を
再
排
列
し
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え

て
い
き
た
い
（
注
3
）
。

［
１
］王

迩拓
（
注
4
）
（
跖
）
欧堌邵
（
固
）
之
行
、
楚
邦
少
安
、
君
王
安
（
焉
）

先
居
灾
（
災
）

（
亂
）
之
上
（
注
5
）
、
㠯
（
以
）
雚
（
觀
）
帀

（
師
）
徒
安
（
焉
）、
命
帀
（
師
）
徒
殺
取
衾兇（
禽
）
鄲獃
（
獸
）、

夷
（
逸
）
胃毚
（
兔
）（
注
6
）
、
帀
（
師
）
徒
乃

（
亂
）、
不

　

王 

固
に
跖ゆ

く
の
行
、
楚
邦
少
し
安
ん
じ
、
君
王
焉こ
こ

に
先

ず
災
乱
の
上
に
居
り
て
、
以
て
師
徒
を
観
る
。
師
徒
に
命
じ

て
禽
獸
を
殺
取
せ
し
む
る
も
、
兔
を
逸
し
、
師
徒
は
乃
ち
乱

れ
、
不
【
１
】

こ
こ
で
は
、
楚
国
が
少
し
安
定
し
て
い
る
時
に
、
楚
王
が
軍
隊

を
視
察
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
軍
事

演
習
中
に
、
師
徒
に
禽
獣
を
捕
ら
え
る
よ
う
に
命
じ
た
が
失
敗

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
師
徒
が
混
乱
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

第
一
簡
と
第
二
簡
以
降
と
は
直
接
つ
な
が
ら
ず
、
本
簡
を
ど
こ

に
配
置
す
べ
き
か
は
確
定
で
き
な
い
が
、
師
徒
が
混
乱
す
る
状
況

を
見
て
、
楚
王
が
治
兵
の
必
要
性
を
感
じ
た
場
面
で
あ
る
と
推
測

さ
れ
る
。

［
３
＋
２
＋
４
＋
５
＋
15
］

戰
於
鄴
（
蔡
・
葉
）
咎
（
注
7
）
、
帀
（
師
）
不

（
絕
）━
。
酓

（
熊
）

（
雪
）（
注
8
）
子
𣏟
（
麻
）
與
郙
（
巴
）
人
戰
於
鴼
州
、
帀

（
師
）
不

（
絕
）━
。
安
（
焉
）
㕝具
（
得
）

（
其
）

（
援
）

畀翌
（
旗
）（
注
9
）
。
屈
哥甹甹甹
（
甹
）
與
郙
（
巴
）（
注
10
）
命
（
令
）
尹
戰
於

鎴圪
（
息
）、【
３
】

（
戰
）
而
時
═
（
持
之
）（
注
11
）
。
先
君
武
王
與

䢵
（
鄖
）
人

（
戰
）
於
英
（
莆
・
蒲
）
寞
（
注
12
）
、
帀
（
師
）
不

（
絕
）━
。
先
君
文
…
…
【
２
】
戰
於
涂
（
沮
）
漳
之
（
滸
）（
注
13
）
、

帀
（
師
）
不

（
絕
）。
或
（
又
）
與
晉
人
戰
於
兩
棠
（
注
14
）
、
帀

（
師
）
不

（
絕
）━
。
女
（
如
）
既
至
於
戰鶆
（
郲
・
仇
）（
注
15
）
人
之

開迯
（
間
）、
𨟻
（
將
）
出
帀
（
師
）。
既
斯
軍
（
注
16
）
、
左
右
【
４
】

司
馬
進
於
𨟻
（
將
）
軍
、
命
出
帀
（
師
）
徒
、
𨟻
（
將
）
軍
乃
許

若
（
諾
）、
左
右
司
馬
…
…
【
５
】
…
…
之
帀
（
師
）
徒
乃
出
、

伓
（
背
）
軍
而
聀畃
（
陳
）、
𨟻
（
將
）
軍

（
後
）
出
安
（
焉
）、

名
【
15
】

　

鄴
咎
に
戦
い
、
師 

絶
え
ず
。
熊
雪
子
麻 

郙
人
と
鴼
州
に

戦
い
、
師 

絶
え
ず
。
焉
に
其
の
援
旗
を
得
。
屈
甹 

巴
の
令

尹
と
息
に
戦
い
、【
３
】
戦
い
て
之
を
持
す
。
先
君
武
王 

鄖

人
と
蒲
寞
に
戦
い
、
師 

絶
え
ず
。
先
君
文
〔
王
〕
…
…

【
２
】
沮
漳
の
滸
に
戦
い
、
師 

絶
え
ず
。
又
た
晋
人
と
両
棠

に
戦
い
、
師 

絶
え
ず
。
如
し
既
に
仇
人
の
間
に
至
れ
ば
、

将
に
師
を
出
さ
ん
と
す
。
既
に
軍
を
斯は
な

れ
、
左
右
【
４
】
司

（ 39 ）



馬 

将
軍
に
進
み
、
師
徒
を
出
す
を
命
じ
、
将
軍
は
乃
ち
許

諾
し
、
左
右
司
馬
…
…
【
５
】
…
…
の
師
徒
乃
ち
出
で
、
軍

に
背
き
て
陳
し
、
将
軍
後
に
出
で
、
名
【
15
】

蘇
建
洲
氏
は
、
第
１
簡
と
第
２
簡
～
第
４
簡
と
は
関
連
性
が
強

く
な
く
、
第
１
簡
を
簡
の
冒
頭
と
す
る
必
然
性
が
な
い
と
述
べ
た

上
で
、
３
＋
２
＋
４
と
い
う
排
列
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
に
排
列
す
れ
ば
、
敘
述
の
過
程
は
熊
雪
―
武
王
―
文
王
―
荘

王
（
戰
於
兩
棠
）
と
な
る
、
と
述
べ
る
。

確
か
に
楚
国
の
時
系
列
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
排
列
案
は
妥
当

で
あ
り
、
熊
雪
→
屈
甹
→
楚
の
武
王
（
在
位
、
前
七
四
一
～
前
六

九
〇
）
→
楚
の
文
王
（
在
位
、
前
六
九
〇
～
前
六
七
七
）
→
楚
の

荘
王
（
在
位
、
前
六
一
四
～
前
五
九
一
）
と
い
う
順
序
で
記
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
文
に
は
荘
王
の
名
は
見
え
な
い
が
、

「
又
與
晉
人
戰
於
兩
棠
」
と
い
う
よ
う
に
「
又
」
の
字
が
書
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
残
欠
部
分
に
荘
王
の
名
が
あ
り
、「
戰
於
沮

漳
之
滸
」
も
荘
王
の
時
代
の
戦
い
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

高
佑
仁
氏
は
、
第
５
簡
と
第
15
簡
と
を
綴
合
す
る
案
を
提
示

し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
進
於
將
軍
」
は
、
整
理
者
は
「
左
右
司
馬
要
在
將
軍
前

面
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
後
に
「
將
軍
乃
許
諾
」
と
い

う
の
は
道
理
に
合
わ
な
い
。
将
軍
は
軍
隊
の
中
で
実
質
的
な

決
断
権
を
持
っ
て
お
り
、
誰
か
か
ら
承
諾
を
得
る
必
要
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
将
軍
の
「
許
諾
」
は
、
あ
る
人
物
の
何
ら
か

の
軍
事
的
な
提
案
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ

の
こ
と
か
ら
「
左
右
司
馬
進
於
將
軍
」
の
「
進
」
は
、
進
言

と
い
う
意
味
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
既
斯

（
？
）
軍
」
は
、
す
で
に
開
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
と
い
う
瀬
戸
際
を
示
し
て
お
り
、
左
右
司
馬
は
将
軍
に
師

徒
を
出
す
よ
う
進
言
し
、
将
軍
は
そ
れ
を
承
諾
し
、
第
15
簡

で
「
師
徒
乃
出
」
に
至
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
第
５

簡
と
第
15
簡
は
綴
合
す
べ
き
で
あ
り
、「
命
出
師
徒
…
將
軍

乃
許
諾
…
師
徒
乃
出
」
が
こ
の
簡
を
綴
合
す
る
上
で
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
り
、
二
、
三
字
分
が
残
欠
し
て
い
る
。

確
か
に
、
高
佑
仁
氏
の
解
釈
は
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら

れ
る
が
、
第
15
簡
は
非
常
に
短
い
竹
簡
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
確

定
し
が
た
い
。

［
６
＋
７
＋
８
］

…
…
此
━
。
君
王
不
智
（
知
）

（
狂
）
之
無
栽
（
才
）━
、
命

（
狂
）━
（
相
）

（
執
）【
６
】
事
人

（
整
）
帀
（
師
）
徒
。

不
智
（
知
）
進
帀
（
師
）
徒
違迯二二
（
恆
・
極
）
於
王
所
（
注
17
）
、
而
歩歩

（
止
）
帀
（
師
）
徒
虚杏
（
乎
）━
。
不
智
（
注
18
）
（
知
）

（
其
）
啓

妥窣
（
卒
）

（
垂
・
陵
）
行
（
注
19
）
、
述
（
遂
）
内
（
納
）
王
妥窣
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（
卒
）、
而
毋
歩歩（
止
）
帀
（
師
）【
７
】
徒
虚杏
（
乎
）━
。
王
胃

（
謂
）
陳
公
、「
女
（
汝
・
如
）（
注
20
）
内
（
納
）
王
妥窣
（
卒
）、
而
毋

歩歩（
止
）
帀
（
師
）
徒
、
毋
亦
善
虚杏
（
乎
）━
。」
陳
…
…
【
８
】

　

…
…
此
。
君
王 

狂
の
才
無
き
を
知
ら
ず
、
狂
に
命
じ
て

執
【
６
】
事
人
を
相
け
て
師
徒
を
整
え
し
む
。
知
ら
ず
師
徒

を
進
め
て
王
所
に
極い
た

り
、
而
し
て
師
徒
を
止
め
ん
や
。
知
ら

ず
其
れ
卒
を
啓
き
て
行
を
陵
え
、
遂
に
王
卒
に
納
り
、
而
し

て
師
徒
を
止
む
る
こ
と
毋
か
ら
ん
や
。」
と
。【
７
】
王 

陳

公
に
謂
う
、「
如
し
王
卒
に
納
り
、
而
し
て
師
徒
を
止
む
る

こ
と
毋
け
れ
ば
、
亦
た
善
な
る
こ
と
毋
か
ら
ん
や
。」
と
。

陳
…
…
【
８
】

第
６
簡
・
第
７
簡
・
第
８
簡
は
、
前
後
の
つ
な
が
り
か
ら
も
こ

の
よ
う
に
排
列
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
陳

公
と
楚
王
と
の
対
話
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
楚
王
が
陳
公
に
対

し
、
執
事
人
を
助
け
て
軍
隊
を
整
え
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
陳
公

の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。

［
９
］既

聖
（
聽
）
命
、
乃
嬶慾彰窞
（
逝
）（
注
21
）

（
整
）
帀
（
師
）
徒
。

陳
公
乃

（
就
）
軍

（
執
）
事
人
、
君
魯
…
…
【
９
】

　

既
に
命
を
聴
き
、
乃
ち
逝
き
て
師
徒
を
整
う
。
陳
公
は
乃

ち
軍
の
執
事
人
に
就
き
、
君
魯
…
…
【
９
】

こ
の
簡
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
排
列
が
困
難
で
あ
る
と
さ

れ
て
お
り
、
現
時
点
で
は
確
定
で
き
な
い
。

［
14
］童

（
踵
・
動
）
之
於

（
後
）、
㠯
（
以
）
厚
（
注
22
）
王
妥窣
（
卒
）━
。

三
鼓
乃
行
、
宛灮基
（
災
）
内
（
納
）
王
妥窣
（
卒
）
不
歩歩（
止
）、
述

（
遂
）
鼓
乃
行
。
君
王
憙
（
喜
）
之
安
（
焉
）、
命
陳
公

（
狂
）

寺
═
（
待
之
）。
陳
公

（
狂
）【
14
】

　

之
を
後
に
動
か
し
、
以
て
王
卒
を
厚
く
す
。
三
た
び
鼓
し

て
乃
ち
行
き
、
災
あ
る
も
王
卒
に
納
り
て
止
ま
ら
ず
、
遂
に

鼓
し
て
乃
ち
行
わ
れ
、
君
王
之
を
喜
び
、
陳
公
狂
に
命
じ
て

之
を
待
た
し
む
。
陳
公
狂
【
14
】

こ
の
簡
も
陳
公
の
発
言
部
分
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
（
注
23
）
。
張
崇

礼
氏
は
第
６
簡
～
第
８
簡
の
後
ろ
に
こ
の
簡
を
排
列
し
て
い
る

が
、
前
後
関
係
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
排
列
し
て
よ
い

か
ど
う
か
は
確
定
し
が
た
い
。

［
10
＋
11
＋
13
＋
12
］

又
違復
（
復
）
於
君
王
、
㠯
（
以
）
（
盈
・
懲
）（
注
24
）
帀
═
徒
═
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（
師
徒
。
師
徒
）
皆盧
（
皆
）
懼
、
乃
各
㕝具
（
得
）

（
其
）
行
。

陳
公
違復
（
復
）
聖
（
聽
）
命
於
君
═
王
═
（
君
王
。
君
王
）
不
智

（
知
）
臣
之
無
栽
（
才
）━
、
命
臣

（
相
）

（
執
）【
10
】
事

人

（
整
）
帀
（
師
）
徒
━
、

（
執
）
事
人
必
善
命
之
━
。
命

（
相
）
愽數
（
敷
・
輔
・
扶
）
緩
（
援
）━
、
五
人
於
吾
（
伍
）、

十
人
於
行
═（
行
、
行
）
（
列
）
不
成
、
輔膵媛
（
萃
）
（
率
）
輔膵媛

（
萃
）

（
令
）
從
灋
（
廢
・
法
）（
注
25
）
。

═
（
小
人
）
𨟻
（
將
）

【
11
】
車
爲
宔
（
主
）
安
（
焉
）、
或
時澁
（
持
）
八
鼓
五
爯
（
注
26
）━
、

鉦

（
鐃
）
㠯
（
以
）
左
、
鈍
（
錞
）
釪
㠯
（
以
）
右
、

═

（
金
鐸
）
㠯
（
以
）

（
跪
・
坐
）（
注
27
）
、
木

（
鐸
）
㠯
（
以
）

辻忋
（
起
）、
鼓
㠯
（
以
）
進
之
、

（
鼙
）
㠯
（
以
）
歩歩═
（
止

之
）。

澫
【
13
】
㠯
（
以
）
戕
（
壯
）
士
、
喬
山
㠯
（
以
）
退

之
（
注
28
）
。
又
（
有
）
所
胃
（
謂
）
社魏
（
威
）、
又
（
有
）
所
胃

（
謂
）
恭
━
、
又
（
有
）
所
胃
（
謂
）
綌
（
裕
）（
注
29
）━
、
又
（
有
）

所
胃
（
謂
）
一
━
、
又
（
有
）
所
胃
（
謂
）

（
專
・
斷
）（
注
30
）━
。

陳
公

（
狂
）
安
（
焉
）
巽
（
選
）
楚
邦
之
古
（
故
）【
12
】

　

又
た
君
王
に
復
し
て
、
以
て
師
徒
を
懲
し
む
。
師
徒
皆
な

懼
れ
、
乃
ち
各
其
の
行
を
得
。
陳
公
復
た
命
を
君
王
よ
り
聴

く
。
君
王 

臣
の
才
無
き
を
知
ら
ず
、
臣
に
命
じ
て
執
【
10
】

事
人
を
相た
す

け
て
師
徒
を
整
え
し
め
、
執
事
人
は
必
ず
善
く
之

に
命
ず
。
相あ
い

扶
援
す
る
を
命
じ
、
五
人
を
伍
と
於な

し
、
十
人

を
行
と
於
し
、
行
成
ら
ざ
れ
ば
、
萃
は
萃
令
に
率
い
法
に
従

う
。
小
人
【
11
】
車
を
将ひ
き

い
る
を
主
と
為
し
、
或
い
は
持
ち

て
八
た
び
鼓
し
五
た
び
爯あ

げ
、
鉦
鐃
以
て
左
し
、
錞
于
以
て

右
し
、
金
鐸
以
て
坐
し
、
木
鐸
以
て
起
ち
、
鼓
以
て
之
を
進

め
、
鼙
以
て
之
を
止
め
、

澫
【
13
】
以
て
士
を
壮
ん
に

し
、
喬
山
以
て
之
を
退
く
。
威
と
謂
う
所
有
り
、
恭
と
謂
う

所
有
り
、
裕
と
謂
う
所
有
り
、
一
と
謂
う
所
有
り
、
断
と
謂

う
所
有
り
。
陳
公
狂
焉こ
こ

に
楚
邦
の
故
を
選
し
【
12
】

こ
の
箇
所
も
、
楚
王
が
陳
公
に
対
し
、
執
事
人
を
助
け
て
軍
隊

を
整
え
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
主

に
、
隊
列
や
打
楽
器
を
用
い
た
行
軍
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。

第
10
簡
と
第
11
簡
は
、
排
列
に
問
題
は
な
い
と
見
ら
れ
る
。
第

13
簡
と
第
12
簡
は
、「
○
以
△
□
」
と
い
う
句
型
か
ら
考
え
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
排
列
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
11
簡
と
第
13
簡
に

つ
い
て
は
、
前
後
の
つ
な
が
り
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
つ

な
げ
て
読
め
る
か
ど
う
か
は
確
定
で
き
な
い
。

［
16
、
17
、
18
、
19
、
20
］

之
曰

（
弇
）
行
━
、
女
（
如
）

（

・
門
・
掩
）（
注
31
）
、
女

（
如
）
逆

（

・
掩
）、
女
（
如
）

（
開
・
關
）

（
術
・

隧
）（
注
32
）
、
女
（
如
）

（
攻
）

（
術
・
隧
）、
女
（
如
）
御

（
禦
）
追
（
注
33
）
、
必

（
慎
）
…
…
【
16
】
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楢
（
檐
・
擔
）
徒
、
州
（
調
）

（
其
）
徒

（
衛
）（
注
34
）━
、

女
（
如
）
既
梁
（
竭
）（
注
35
）
城
安
（
焉
）、
紳
兩
和
而
紉
之
（
注
36
）━
。

必

（
慎
）
…
…
【
17
】

…
…
徒

（
甲
）
居

（
後
）、
申
（
陳
）
於
慾戇堅
（
障
）、
則
徒

（
甲
）
進
退
、【
18
】

申
（
陳
）
於
隓
（
嶞
）
陓
（
阬
・
崗
）（
注
37
）
、
則

（
雁
）
飛
、

申
（
陳
）
於
物涅
（
㘿
・
涅
）
礜歴
（
舉
・
野
）（
注
38
）
、
突柴
（
深
）
卉

（
艸
）（
注
39
）
霜
雰畧
（
露
）、
車
則
…
…
【
19
】

…
…
倆
（
兩
）
申
（
陳
）

（
後
）、
乃
右
𣏟
（
靡
）
左
𣏟

（
靡
）、
申
（
陳
）
後
若

（
龜
）（
注
40
）
、
或
倆
（
兩
）
申
（
陳
）

前
、
右
𣏟
（
靡
）
左
…
…
【
20
】

　

之
を
弇え
ん

行こ
う

と
曰
う
。
如
え
ば
掩
、
如
え
ば
逆
掩
、
如
え
ば

関
隧
、
如
え
ば
攻
隧
、
例
え
ば
禦
追
、
必
ず
慎
み
て
…
…

【
16
】

　

檐
徒
、
其
の
徒
衛
を
調
し
、
如
し
既
に
城
を
竭つ

く
せ
ば
、

両
和
を
紳ひ
き

い
て
之
に
紉む
す

ぶ
。
必
ず
慎
み
て
…
…
【
17
】

　

…
…
徒
甲 

後
に
居
り
、
障
に
陣
す
れ
ば
、
則
ち
徒
甲
進

退
し
、【
18
】

　
嶞
崗
に
陣
す
れ
ば
、
則
ち
雁
飛
し
、
㘿
舉
・
深
草
・
霜
露

に
陣
す
れ
ば
、
車
は
則
ち
…
…
【
19
】

　

…
…
両
陳
後
、
乃
ち
右
麾さ
し
ず

し
左
麾
し
、
陳
後
は
亀
の
若

く
、
或
い
は
両
陳
前
、
右
靡
し
左
…
…
【
20
】

前
述
の
通
り
、
こ
れ
ら
は
『
陳
公
治
兵
』
簡
な
の
か
ど
う
か
は

疑
わ
し
い
。
こ
こ
に
は
具
体
的
な
兵
法
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、『
陳
公
治
兵
』
簡
と
み
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
篇
は
、
竹
簡
の
排
列
・
復
原
が
非
常
に
困

難
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
で
あ
ろ

う
。第

一
は
、
楚
の
先
王
・
先
君
の
戦
歴
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
２

簡
～
第
４
簡
は
比
較
的
文
意
が
明
確
で
あ
り
、
楚
の
熊
雪
・
屈

甹
・
武
王
・
文
王
・
荘
王
に
関
わ
る
戦
争
が
時
系
列
順
に
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
、
蒲
騒
の
戦
い
と
両
棠
の
戦
い
は
伝
世
文
献

に
も
記
載
が
あ
り
、
楚
国
が
大
勝
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推

測
す
る
と
、
本
篇
に
記
載
さ
れ
て
い
る
戦
歴
は
、
楚
国
に
と
っ
て

模
範
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
こ
の
部
分
も

陳
公
と
楚
王
の
対
話
の
内
容
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
争
や
軍
隊
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
中
で
、
実
践
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
竹
簡
の
前

に
は
別
の
簡
文
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
篇
全
体

の
中
で
こ
れ
ら
を
ど
こ
に
配
置
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
現
段
階

で
は
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

第
二
は
、
楚
王
と
陳
公
と
の
対
話
で
あ
る
。
本
篇
の
第
５
簡
以

後
は
、
楚
の
先
王
・
先
君
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、
陳
公
・
楚
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王
以
外
に
、
執
事
人
・
将
軍
・
左
右
司
馬
ら
が
登
場
す
る
。
楚
王

と
陳
公
の
対
話
部
分
は
残
欠
が
あ
る
た
め
に
完
全
で
は
な
い
も
の

の
、
行
軍
や
作
戦
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
が
実
践
に
つ
い
て
な
の
か
、
そ
れ
と
も
軍
事
演
習

に
つ
い
て
な
の
か
は
、
簡
文
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
ま
た
、
楚
王
と
陳
公
の
問
答
の
回
数
も
不
明
で
あ
り
、
こ
れ

ら
は
現
時
点
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

第
三
は
、
具
体
的
な
兵
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
篇
で
は
、
軍

の
隊
列
、
打
楽
器
を
用
い
る
方
法
、
攻
撃
・
迎
撃
・
追
撃
・
防
御

の
方
法
な
ど
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
陳
公
が
楚

王
に
対
し
て
述
べ
た
挙
例
や
理
論
な
の
か
、
実
際
の
兵
法
を
挙
げ

た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
文
献
が
混
入
し
て
い
る
の
か
、

現
時
点
で
は
確
定
で
き
な
い
。
上
博
楚
簡
は
、
全
文
献
の
公
開
が

ま
だ
完
了
し
て
お
ら
ず
、
未
公
開
の
文
献
や
竹
簡
の
残
片
の
中
に

楚
国
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
今
後
、
そ
れ
ら
が
公

開
さ
れ
れ
ば
、
解
決
の
糸
口
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

小
結

以
上
、
本
篇
全
体
を
検
討
し
、
可
能
な
限
り
復
原
を
試
み
た
。

依
然
と
し
て
未
解
決
の
部
分
も
多
々
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
以
下

の
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
本
篇
全
体
を
お
お
ま
か
に
分
類
す
る
と
、
①
楚
の
先

王
・
先
君
の
戦
歴
、
②
楚
王
と
陳
公
と
の
対
話
、
③
具
体
的
な
兵

法
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
本
篇
全
体
を
総
合
し
て
排
列
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
全
簡
が
『
陳
公
治
兵
』
の
竹
簡
で
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
わ
し

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
博
楚
簡
は
依
然
と
し
て
未
公
開
の
文

献
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
公
開
さ
れ
た
後
に
、
改
め
て
検
討
で
き
る

可
能
性
が
あ
る
。

本
論
に
お
い
て
は
、『
陳
公
治
兵
』
の
内
容
の
基
礎
的
な
整

理
・
分
類
に
と
ど
ま
っ
た
。
本
篇
に
見
え
る
治
兵
の
論
理
や
兵
法

に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
改
め
て
検
討
し
た
い
。

注

（
１
）	

竹
簡
の
一
覧
表
に
つ
い
て
は
、
林
清
源
氏
が
す
で
に
論
文
中
に
掲
載

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
全
体
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
、
筆
者
も

作
成
し
て
掲
載
す
る
。

（
２
）	

な
お
、
第
２
簡
と
第
５
簡
も
契
口
間
の
長
さ
に
問
題
が
あ
り
、
林
清

源
氏
も
そ
の
点
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
た
だ
、
竹
簡
の
内
容

や
字
体
・
書
風
か
ら
見
る
と
、
こ
の
二
枚
は
そ
の
他
の
『
陳
公
治
兵
』

簡
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
竹
簡
の
写
真
図
版
の
縮

尺
の
問
題
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
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る
。

（
３
）	
先
行
研
究
に
つ
い
て
、
近
年
各
説
の
引
用
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は

注
意
を
要
す
る
。
例
え
ば
、
武
漢
大
学
簡
帛
研
究
中
心
の
「
簡
帛
網
」

に
は
「
簡
帛
論
壇
」
と
い
う
掲
示
板
形
式
の
ペ
ー
ジ
が
あ
り
、
竹
簡
の

排
列
案
や
文
字
の
考
察
な
ど
が
投
稿
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
コ
メ
ン

ト
の
部
類
は
正
式
な
論
文
で
は
な
い
も
の
の
、
意
見
の
一
つ
と
み
な
さ

れ
て
論
文
に
引
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
た
び
た
び
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

本
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
（「
網
名
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
も
多

く
、
ど
こ
ま
で
引
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
悩
ま
し
い
が
、
本
稿
で
は
網

名
を
明
記
し
つ
つ
適
宜
引
用
す
る
。

（
４
）	

整
理
者
は
、「
迩拓
」
は
「
跖
」
の
異
文
で
、「
蹠
」
と
読
み
、「
至
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る
。
蘇
建
洲
氏
は
「
迩拓
」
は
『
繋
年
』
第
36

簡
に
見
え
、「
適
」
と
釈
読
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。�

　
「
迩拓
」
は
、
楚
文
字
上
で
し
ば
し
ば
「
跖
」「
蹠
」
と
釈
読
さ
れ
て
い

る
文
字
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
ゆ
く
」
と
読
む
。「
固
」
に
つ
い
て
は
、

整
理
者
は
堅
固
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
が
、
語
法
上
、「
○
之
行
」

と
い
う
場
合
は
地
名
を
表
す
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
も
何
ら
か
の
地
名
と

見
ら
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
５
）	

整
理
者
は
「
先
居
」
を
「
先
代
」
と
釈
読
し
て
い
る
が
、
高
佑
仁
氏

は
「
楚
邦
少
安
、
君
王
安
（
焉
）
先
居
災
亂
之
上
…
」
と
読
む
べ
き
で

あ
り
、「
焉
」
は
「
乃
」、「
居
」
は
「
處
」
の
意
味
で
、
楚
国
が
し
ば
ら

く
安
定
し
、
楚
王
が
こ
の
際
に
ま
ず
災
乱
の
上
に
至
っ
て
視
察
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
と
述
べ
る
。
整
理
者
が
「
災
亂
」（
災
難
・
動
乱
の
意
）

と
釈
読
し
て
い
る
字
に
つ
い
て
、
張
崇
礼
氏
は
、
罙

（ 
 

 

）

は
第
14
簡
に
も
同
字

が
見
え
、
網
名
「w

qpch

」
が
「
深
」
と
釈

読
し
て
い
る
こ
と
に
賛
同
し
、さ
ら
に
「
罙
」
と
「
甚
」
と
は
音
が
近
く
、

「
堪
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（『
説
文
解
字
』「
堪
、
地
突
也
。」、

段
注
「
地
之
突
出
者
曰
堪
。」）。
そ
し
て
、

は
、
土
に
従
い

声
で
あ

り
、
お
そ
ら
く
「
巒
」
で
あ
る
と
述
べ
（『
楚
辞
』
王
逸
・
九
思
・
守
志

「
陟
玉
巒
兮
逍
遙
。」、
旧
注
「
山
脊
曰
巒
。」）、
こ
の
部
分
は
、
君
王
が

突
出
し
た
山
脊
の
上
に
居
り
、
士
卒
を
見
て
い
た
こ
と
を
表
す
と
解
釈

し
て
い
る
。
林
清
源
は
、「
危
巒
」
と
釈
読
し
、
険
し
い
峰
の
意
で
あ
る

と
す
る
。�

　

確
か
に
、
楚
王
が
山
や
丘
か
ら
軍
隊
を
視
察
し
た
こ
と
を
表
し
て
い

る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
字
形
の
上
で
は
「
災
亂
」
の
字
で
あ
る

と
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
災
亂
」
と
読
ん
で
お
く
。

（
６
）	

整
理
者
は

を
「
走
」
と
釈
読
し
て
い
る
が
、
流
行
氏
は
「
夷
」
と

釈
し
て
「
逸
」
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
。
さ
ら
に
楚
文
字
上

で
は
「
夷
」
と
「
夭
」
と
は
し
ば
し
ば
混
用
さ
れ
、
こ
の
字
は
土
に
従

い
夭
声
で
、「
狡
」と
釈
読
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
狡

兔
」（
す
ば
し
こ
い
う
さ
ぎ
）
は
『
韓
非
子
』
や
『
史
記
』
な
ど
の
伝
世

文
献
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
蘇
建
洲
氏
は「
夷
兔
」と
釈
し
て「
逸

兔
」
と
読
み
、「
夷
」
は
包
山
楚
簡
第
28
簡
、「
兔
」
は
上
博
楚
簡
『
孔

子
詩
論
』
第
23
簡
・
第
25
簡
に
見
え
、
あ
る
い
は
「
雉
兔
」
と
釈
し
て
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も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。

（
７
）	

蘇
建
洲
氏
は
、
整
理
者
が
「 

 

」
を
「
鄴
」
と
釈
読
し
て
い
る
の

は
誤
り
で
あ
り
、
こ
の
字
は
『
珍
秦
斉
蔵
印
』（
戦
国
篇
、
一
四
〇
号
）

や
包
山
楚
簡
に
見
え
る
字
で
あ
り
、「
蔡
」
と
読
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
述
べ
る
。
林
献
忠
氏
は
、
上
博
楚
簡
『
孔
子
詩
論
』
や
『
恒
先
』
に

見
え
る
「
業
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
と
述
べ
、「
新鄈勩
」
と
釈
読
し
、
葉

県
を
指
す
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
用
例
と
し
て
、
上
博
楚
簡
『
命
』

の
「 

（
葉
）」「 
（
新鄈勩
）」
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
肩
水
金
関
漢
簡

や
居
延
新
簡
・
居
延
漢
簡
の
「
枼
」
の
用
例
を
挙
げ
た
上
で
、「
簡
文
の

内
容
は
、
楚
の
先
君
の
戦
争
の
多
く
が
楚
の
辺
境
の
地
で
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
楚
人
と
晋
人
と
は
鄴
の
地
で
戦
争
が
発
生

す
れ
ば
、
黄
河
を
越
え
て
衛
国
を
跨
ぐ
必
要
が
あ
り
、
地
理
上
は
現
実

的
で
は
な
い
。
ま
た
、
葉
県
は
楚
国
の
辺
境
で
あ
り
、
楚
が
開
拓
し
た

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
隣
国
と
戦
争
が
発
生
し
た
と
し
て
も
理
に
か
な
っ

て
い
る
。」
と
述
べ
る
。�

　

こ
の
一
文
は
、
整
理
者
は
「
戰
於
鄴
、
咎
、
師
不
絕
。」
と
区
切
っ
て

読
み
、「
咎
」は
鄴
の
地
で
災
害
に
遭
遇
し
た
こ
と
を
指
す
と
述
べ
る（『
説

文
解
字
』
邑
部
「（
咎
）
災
也
。」）。
他
の
「
師
不
絕
」
の
句
型
を
見
る
と
、

こ
の
箇
所
の
み
唐
突
に
災
害
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

た
め
、「
鄴
咎
」
の
二
字
が
何
ら
か
の
地
名
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。

（
８
）	

蘇
建
洲
氏
は
、
第
３
簡
の
「
酓

」
は
、
清
華
簡
『
楚
居
』
第
６
簡

の
「
酓

（
＝
毳霛
雪
）」、
す
な
わ
ち
「
熊
雪
」
で
あ
る
と
す
る
。
張
峰

氏
も
同
様
の
解
釈
で
あ
り
、『
史
記
』
楚
世
家
に
見
え
る
仲
雪
の
こ
と
で

あ
る
と
す
る
（『
史
記
』
楚
世
家
「
熊
嚴
十
年
卒
。
有
子
四
人
、
長
子
伯

霜
、
中
子
仲
雪
。
次
子
叔
堪
。」）。
ま
た
、「
熊
雪
子
麻
」
は
二
種
の
読

み
方
が
あ
り
、
一
つ
は
熊
雪
・
子
麻
と
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
熊
雪

の
子
の
麻
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
子
に
つ
い
て
は
史
書
に
は
記
載
が

な
く
、
人
名
と
戦
役
に
つ
い
て
は
待
考
、
と
述
べ
る
。

（
９
）	

単
育
辰
氏
は
、「
猿
旗
」
と
釈
読
す
べ
き
で
あ
り
、
動
物
の
名
に
鼠
の

旁
が
加
え
ら
れ
る
例
は
曾
侯
乙
墓
簡
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
と
述
べ
る
。

（
10
）	

蘇
建
洲
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
郙
」
は
す
な
わ
ち
「
巴
」
で

あ
り
、
巴
国
も
越
国
と
同
じ
く
令
尹
の
官
職
が
あ
り
、
清
華
簡
『
繋
年
』

第
二
十
章
、第
一
一
一
簡
に
「
以
與
戉
（
越
）
命
（
令
）
尹
宋
（
盟
）
于
」

と
あ
る
の
は
、お
そ
ら
く
み
な
楚
国
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。『
左

伝
』
の
中
で
楚
・
巴
の
関
係
を
示
す
最
も
早
い
記
事
は
魯
の
桓
公
九
年

（
楚
武
王
三
十
八
年
）
で
あ
り
、
こ
の
説
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に

早
い
熊
雪
の
時
代
に
は
す
で
に
楚
と
巴
と
は
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
11
）	

整
理
者
は
、「
時
」
を
「
待
」
と
釈
読
し
て
い
る
。
一
方
、
林
清
源
氏

は
「
持
」
と
釈
読
し
、「
持
」
と
「
執
」
と
は
同
義
で
あ
り
、「
執
」
に

は
捕
ら
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
箇
所
は
、
楚
と
巴

の
令
尹
と
が
交
戦
し
て
楚
が
勝
利
し
、
巴
の
令
尹
を
捕
え
た
と
い
う
意

味
で
あ
る
と
述
べ
る
。
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（
12
）	

高
佑
仁
氏
は
、
整
理
者
が
「
英
」
と
隷
定
し
て
い
る
字
は
「
艸
」
に

従
い
「
甫
」
声
で
あ
り
、曾
侯
乙
墓
竹
簡
（
第
一
四
二
簡
・
第
一
四
三
簡
）

に
見
え
る
「
莆
」
と
同
様
の
文
字
で
あ
る
。
簡
文
の
「
先
君
武
王
與
鄖

戰
於
莆
寞
」
と
は
蒲
騒
の
戦
い
を
指
し
、「
莆
」
は
「
蒲
」
と
読
む
べ
き

で
あ
り
、簡
文
の
「
蒲
寞
」
は
「
蒲
騷
」
の
異
名
で
あ
る
、と
述
べ
る
（
こ

れ
に
つ
い
て
は
、網
名
「
汗
天
山
」
氏
が
す
で
に
地
名
と
み
な
し
て
「
蒲

寞
」
と
釈
読
し
て
い
る
）。�

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
解
釈
に
従
っ
て
「
蒲
寞
」
と
釈
読
し
、
蒲
騒
の
戦

い
を
指
す
と
解
釈
す
る
。
蒲
騒
の
戦
い
と
は
、『
左
伝
』
桓
公
十
一
年
（
前

七
〇
一
年
、
楚
武
王
四
十
年
）
に
楚
と
鄖
と
の
間
で
起
こ
っ
た
戦
争
で

あ
る
。
楚
の
大
夫
屈
瑕
が
貳
・
軫
の
両
国
と
同
盟
を
結
ぼ
う
と
し
て
い

る
と
、
鄖
が
蒲
騒
で
兵
を
集
め
、
随
・
絞
・
州
・
蓼
の
四
国
と
共
に
楚

を
攻
め
よ
う
と
し
た
。
屈
瑕
は
闘
廉
の
意
見
を
受
け
入
れ
、
自
ら
兵
を

率
い
て
防
衛
に
あ
た
り
、
四
国
の
攻
撃
に
備
え
た
。
そ
し
て
、
闘
廉
が

精
鋭
部
隊
を
率
い
て
蒲
騒
を
夜
襲
し
、鄖
軍
に
大
勝
し
た
。そ
こ
で
楚
は
、

貳
・
軫
両
国
と
同
盟
を
結
ん
で
軍
を
引
き
あ
げ
た
。

（
13
）	

整
理
者
は
「
戰
於
涂
漳
之
滸
」
と
釈
読
し
て
い
る
が
、張
峰
氏
は
「
涂
」

は
「
沮
」
と
釈
読
で
き
、
こ
の
点
は
網
名
「
鳲
鳩
」
が
す
で
に
指
摘
し

て
い
る
。
漳
水
と
沮
水
は
合
流
し
て
交
叉
す
る
所
が
あ
り
、
作
戦
の
地

点
が
二
つ
の
水
辺
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
、と
述
べ
る
。頼
怡
璇
氏
も「
沮

漳
」
と
釈
読
す
る
説
に
賛
同
す
る
も
の
の
、「
涂
水
」
は
江
蘇
、「
漳
水
」

は
山
西
が
来
源
で
あ
り
、
距
離
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
涂
」
は
「
豫
」
と

読
め
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。『
史
記
』
亀
策
列
伝
の
「
漁
者
豫
且

舉
網
得
而
囚
之
。」
は
、『
荘
子
』
外
物
で
は
「
豫
且
」
は
「
余
且
」
に

作
り
、
ま
た
上
博
楚
簡
『
周
易
』
豫
卦
の
「
豫
」
の
字
は
「
余
」（ 

 

）

声
で
表
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、簡
文
の
「
涂
（
豫
）
漳
之

（
滸
）」
は
、

楚
国
の
境
内
と
豫
章
水
を
指
す
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
戰

於
涂
漳
之
滸
、
師
不
絕
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
で
の
戦
役
は
『
左
伝
』

定
公
二
年
の
記
事
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
楚
軍
は
敗
れ

て
い
る
た
め
に
こ
の
二
つ
の
事
件
は
関
係
が
な
い
と
見
ら
れ
る
、
と
述

べ
る
。
林
献
忠
氏
も
「
沮
漳
」
と
釈
読
し
、
今
の
江
西
境
内
の
豫
章
水

は
楚
国
の
東
境
に
位
置
す
る
と
述
べ
る
。

（
14
）	

両
棠
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
上
博
楚
簡
の
楚
国
故
事
の
一
篇
、

『
鄭
子
家
喪
』に
も
見
え
る
。『
鄭
子
家
喪
』は
、鄭
の
子
家
の
死
を
め
ぐ
っ

て
楚
の
荘
王
（
在
位
、
前
六
一
四
～
前
五
九
一
）
が
鄭
を
包
囲
す
る
に

至
り
、
さ
ら
に
鄭
を
救
援
し
た
晋
と
両
棠
で
戦
い
、
大
勝
す
る
と
い
う

内
容
で
あ
る
。

（
15
）	

整
理
者
は
「
來
」
に
従
い
「
戈
」
に
従
う
字
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

蘇
建
洲
氏
、
張
峰
氏
、
張
崇
礼
氏
ら
は
、
こ
れ
は
楚
簡
に
よ
く
見
ら
れ

る
「
仇
」
字
で
あ
る
と
述
べ
、「
仇
」
と
釈
読
し
て
い
る
。

（
16
）	
蘇
建
洲
氏
は
、「
既
斯
軍
」
は
「
既
載
軍
」
あ
る
い
は
「
既
移
軍
」
と

読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
林
清
源
氏
は
、
簡
帛
論
壇
上
に
て
網

名
「
鳲
鳩
」「
苦
行
僧
」
が
「
斯
」
を
「
徙
」
と
釈
読
し
て
い
る
の
に
賛

同
し
、
こ
れ
は
遷
移
の
意
味
で
あ
り
、
将
軍
が
比
較
的
有
利
に
戦
闘
で
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王
卒
、
必
大
敗
之
。」
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、「
啓
卒
陵
行
」
と
は
、
士

卒
を
発
動
し
て
越
え
（
横
切
り
）、
王
卒
の
行
列
に
進
入
し
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
後
文
で
「
入
王
卒
」「
深
入
王
卒
」
と
言
っ
て
い
る
、

と
述
べ
る
。
蘇
建
洲
氏
は
、
整
理
者
は
「 

 

」
を
「

」
と
釈
読
し

て
い
る
が
、「
菱寫
」
と
す
べ
き
で
あ
り
、
包
山
楚
簡
の
「
陵
」
を

と

作
る
例
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、「
菱寫
行
」
は
「
屯
行
」
と
釈
読
す
べ
き
で

あ
り
、
集
ま
っ
て
行
進
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
（『
史
記
』
李

将
軍
列
伝
「
東
道
少
回
遠
、
而
大
軍
行
水
草
少
、
其
勢
不
屯
行
。」、
裴

駰
『
史
記
集
解
』
引
張
晏
「
以
水
草
少
、
不
可
群
輩
。」）。
ま
た
、
上
下

二
句
の
「
進
師
徒
」
と
「
啓
卒
夌
行
」、
お
よ
び
「
極
於
王
所
」
と
「
納

王
卒
」
が
関
係
し
て
い
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
整
理
者
が
「
王
卒
」
を

王
兵
、
王
の
自
衛
兵
と
解
釈
し
て
い
る
の
は
正
し
く
、
燕
国
の
兵
器
上

に
見
え
る
「
王
萃
」
は
「
王
卒
」
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
林
清
源

氏
は
、「
菱寫
」
を
「
領
」
と
釈
読
し
、「
啓
卒
領
行
」
と
は
士
卒
を
動
か
し
、

行
伍
を
率
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。

（
20
）	

高
佑
仁
氏
は
、「
女
」
は
「
如
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。

（
21
）	

張
崇
礼
氏
は
、
整
理
者
は
「 　

    

」
を
「
噬
」
と
釈
読
し
て
い
る
が
、

こ
の
字
は
楚
文
字
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
郭
店
楚
簡
『
老
子
』
第
22
簡

の
こ
の
字
は
今
本
で
は
「
逝
」
に
作
り
、『
説
文
解
字
』
に
「
逝
、往
也
。」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
箇
所
は
師
徒
を
整
え
に
行
く
と
い
う
意
味
で

あ
る
、
と
述
べ
る
。
林
清
源
氏
は
、「 

 

」
は
「
噬
」「
誓
」「
逝
」

と
釈
読
で
き
、「
澨
」
の
異
体
字
が
「
設
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
設
整
」

き
る
場
所
に
移
動
し
、
軍
事
行
動
の
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
と

述
べ
る
。
張
崇
礼
氏
は
、「
斯
軍
」
の
「
軍
」
は
「
營
壘
」（
軍
営
・
陣
営
）

を
指
す
と
述
べ
る
（『
左
伝
』
成
公
十
六
年
「
宋
・
齊
・
衛
皆
失
軍
。」、

兪
樾
『
群
経
平
議
』
左
伝
二
「
軍
者
、
謂
營
壘
也
。」）。
そ
し
て
、
後
文

の
「
伓
（
背
）
軍
而
陣
」
の
「
軍
」
も
ま
た
軍
営
で
あ
り
、「
斯
」
は
「
離
」

と
読
み
、離
れ
る
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
（『
爾
雅
』
釈
言
「
斯
、離
也
。」、

『
方
言
』
巻
七
「
斯
、
離
也
。
齊
・
陳
曰
斯
。」）。

（
17
）	

蘇
建
洲
氏
は
、「
不
知
進
師
徒 

 

於
王
所
」
の 

 

は
、
整
理
者
は

「
恆
」と
釈
読
し
て
い
る
が
、こ
れ
は
楚
文
字
に
よ
く
見
ら
れ
る「
恆
」「
極
」

の
訛
誤
で
あ
り
、「
極
」
と
釈
読
し
、
到
達
の
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る
。

ま
た
、
郭
店
楚
簡
『
緇
衣
』
第
32
簡
に
「 

 

以
行
」
と
あ
り
、
多
く

の
学
者
は
こ
の
字
を
「
極
」
と
釈
読
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
18
）	

こ
の
箇
所
は
、「
不
知
～
乎
」
の
用
法
で
、「
知
ら
ず
～
や
（
か
）」
と

読
み
、「
一
体
～
～
か
」「
結
局
～
～
な
の
か
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
す
る
。

（
19
）	

程
燕
氏
は
、「

」
は
、宀
に
従
い
壅菱
声
で
あ
り
、「
陵
」
と
釈
読
す
る
。

そ
し
て
、『
文
選
』
の
注
が
引
用
す
る
『
蒼
頡
篇
』
に
「
陵
、
侵
也
。」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
啓
卒
陵
行
」
と
は
、
士
卒
を
鼓
舞
す
る
に
は
常
に

戦
闘
に
参
加
す
る
た
め
の
士
気
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と

述
べ
る
。
張
崇
礼
氏
は
、『
説
文
解
字
』
に
「
夌
、越
也
。」
と
あ
り
、「
啓
」

「
發
」
は
発
動
の
意
味
、「
行
」
は
王
卒
の
行
列
、「
王
卒
」
は
楚
国
の
王

族
が
組
織
し
た
軍
隊
を
指
す
と
述
べ
た
上
で
、『
左
伝
』
成
公
十
六
年
の

「
楚
之
良
、
在
其
中
軍
王
族
而
已
。
請
分
良
以
擊
其
左
右
、
而
三
軍
萃
于
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と
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
、『
韓
非
子
』
に
「
整
設
」
と
い
う
用
例

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
22
）	
整
理
者
は
「
厚
」
を
「
不
薄
也
、
重
也
。」
と
解
釈
し
て
い
る
。
林
清

源
氏
は
、
整
理
者
に
従
っ
て
「
厚
」
と
釈
読
し
、
増
益
の
意
味
で
あ
る

と
す
る
。
張
崇
礼
氏
は
、「
厚
」と「
遘
」と
は
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、「
遘
」

と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（『
説
文
解
字
』「
遘
、遇
也
。」）。
そ
し
て
、

王
は
陳
公
に
「
汝
入
王
卒
而
毋
止
師
徒
、毋
亦
善
乎
」
と
言
っ
て
い
る
が
、

こ
の
陳
公
の
「
動
之
於
後
」
は
、
師
徒
を
指
揮
し
て
前
進
し
、
王
卒
に

遭
遇
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る
。

（
23
）	

な
お
、
上
博
楚
簡
の
楚
国
故
事
で
は
、
楚
王
と
臣
下
と
の
対
話
の
場

面
で
、
会
話
の
中
で
は
「
君
王
」、
地
の
文
で
は
「
王
」
の
呼
称
が
使
わ

れ
て
い
る
（
拙
稿
「
中
国
古
代
に
お
け
る
王
の
呼
称
―
上
博
楚
簡
『
鄭

子
家
喪
』
を
中
心
と
し
て
―
」、『
待
兼
山
論
叢
』（
哲
学
篇
）
第
四
十
三

号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
24
）	

張
崇
礼
氏
は
、整
理
者
は
「

」
を
「
盈
」
と
釈
読
し
て
い
る
が
、「
懲
」

と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（『
説
文
解
字
』「
懲
、
戒
也
。」）。
下
文
に

「
師
徒
皆
懼
」
と
あ
り
、
何
ら
か
の
恐
れ
る
事
柄
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
こ
の
解
釈
に
従
う
。

（
25
）	

整
理
者
は
「
命
相
敷
浣
」
と
釈
読
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
張

崇
礼
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
相
」
は
一
方
が
別
の
一
方
に
対
し

て
行
う
動
作
、「
敷
」
は
「
佈
」、
緩
は
慢
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、「
列
」

は
、
元
々
の
字
形
は
「 

 

」
に
作
り
、
こ
れ
は
単
育
辰
氏
の
解
釈
で

 

あ
る
。「
較醉
」
は
多
く
の
学
者
は
「
倅
」
と
釈
し
、「
副
車
」
の
意
味
で

あ
る
と
す
る
。
こ
の
字
と
「
萃
」
は
古
代
の
軍
隊
の
一
級
組
織
の
単
位

で
あ
り
、
ま
た
後
世
の
「
隊
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
率
」
は
、『
爾
雅
』

釈
詁
上
に
「
率
、
循
也
。」
と
あ
る
。「
從
」
は
、
従
う
と
い
う
意
味
で

あ
る
（『
左
伝
』
隠
公
六
年
「
長
惡
不
悛
、
從
自
及
也
。」、
杜
預
注
「
從
、

隨
也
。」）。「
灋
」
は
「
廢
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
壊
れ
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
執
事
人
は
必
ず
命
令
を
発
布
す
る
こ
と
を
よ
し
と
し
、
命

令
の
発
布
が
時
機
に
か
な
わ
な
け
れ
ば
、
行
列
は
形
成
さ
れ
ず
、
隊
伍

は
ぐ
ず
ぐ
ず
と
行
わ
れ
、
命
令
は
破
壊
さ
れ
、
機
能
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。�

　

林
清
源
氏
は
、
網
名
「
汗
天
山
」
が
「
敷
（
輔
？
）
緩
（
援
？
）」
と

釈
読
し
て
い
る
説
に
賛
同
し
、「
輔
援
」
の
語
は
『
論
衡
』
な
ど
の
漢
代

の
典
籍
に
見
え
、
こ
の
箇
所
で
は
、
互
い
に
補
佐
し
支
援
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。�

　
「
敷
」
と
「
扶
」
は
音
通
し
、「
緩
」
と
「
援
」
も
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、

「
扶
援
」
と
釈
読
し
、
助
け
る
、
援
助
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え

る
。「
灋
」
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
法
令
の
意
味
で
解
釈
し
、
隊
列
が
適

切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
法
令
に
よ
っ
て
罰
則
が
施
さ
れ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

（
26
）	
張
崇
礼
氏
は
、
第
11
簡
と
第
13
簡
と
は
綴
合
で
き
る
と
述
べ
る
。
ま

た
、「
將
」
は
統
率
の
意
、「
五
爯
」
は
鉦
鐸
の
類
を
指
し
、
爯
は
挙
げ

る
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
鉦
鐸
の
類
は
手
に
持
っ
て
挙
げ
、
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振
動
し
て
発
声
さ
せ
る
と
述
べ
る
。

（
27
）	

蘇
建
洲
氏
は
、整
理
者
は
「 

 

」
を
「
跪
」
と
釈
し
て
い
る
が
、「
坐
」

と
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
下
句
の
「
起
」
と
対
応
し
て
い
る
と
述
べ
る
。

（
28
）	
張
崇
礼
氏
は
、
第
13
簡
と
第
12
簡
と
を
綴
合
す
べ
き
で
あ
り
、「

澫

以
戕
士
、
喬
山
以
退
之
」
と
前
文
の
句
型
と
は
同
じ
で
あ
り
、

澫
、

喬
山
も
鼓
鉦
の
類
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
意
味
は

待
考
と
し
て
い
る
。

（
29
）	

林
清
源
氏
は
、
網
名
「
汗
天
山
」
や
張
崇
礼
氏
が
「
裕
」
と
釈
読
し

て
い
る
説
に
賛
同
し
、
寛
容
、
寛
緩
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。

（
30
）	

高
佑
仁
氏
は
、「
有
所
謂
一
、
有
所
謂

」
の
「

」
は
、
整
理
者
は

「
專
」
と
読
ん
で
い
る
が
、
文
義
か
ら
見
る
と
「
斷
」
と
読
む
の
が
妥
当

で
あ
り
、「

」
と
は
す
な
わ
ち
『
説
文
解
字
』
の
「
斷
」
の
古
文
で
あ

り
、簡
文
の
「
一
」
と
は
専
一
（
一
意
専
念
す
る
）、「
斷
」
と
は
果
断
（
思

い
切
り
が
よ
い
）
の
こ
と
を
指
す
と
述
べ
る
。

（
31
）	

蘇
建
洲
氏
は
、「
門
」
に
従
い
「
戈
」
に
従
う
字
（ 

 
）
は
、
清
華

簡
『
繋
年
』
第
一
〇
一
簡
・
第
一
一
三
簡
に
よ
っ
て
す
で
に
「
門
」
と

読
む
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、攻
城
の
門
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。「
門
」

に
従
い
「
幵
」
に
従
う
字
（ 

 

）
は
、
整
理
者
は
「
開
」
と
釈
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
こ
の
字
は
上
博
楚
簡
『
卜
書
』
に
も

見
え
る
「
關
」
の
字
で
あ
り
、
閉
、
守
の
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る
。
張

崇
礼
氏
は
、「

」
は
「
掩
」
で
あ
り
、
攻
撃
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、『
説
文
解
字
』
に
「
逆
、
迎
也
。」
と
あ
り
、「
逆
掩
」
と
は
迎
撃

の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。

（
32
）	

張
崇
礼
氏
は
、「

」
は
整
理
者
は
「
術
」
と
読
ん
で
い
る
が
、「
隧
」

と
読
む
べ
き
で
あ
り
（『
左
伝
』
襄
公
二
十
五
年
「
初
、
陳
侯
會
楚
子
伐

鄭
、
當
陳
隧
者
、
井
堙
木
刊
。」、
杜
預
注
「
隧
、
徑
也
。」）、
隧
と
は
小

路
、
特
に
険
要
な
関
所
を
指
す
と
す
る
。

（
33
）	「
御
追
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
追
」
と
は
馬
を
使
っ
て
追
撃
す
る

こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
蘇
建
洲
氏
は
「
追
」
は
「
辶
」
に

従
い
「
亘
」
に
従
う
字
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
張
崇
礼
氏
は
、

字
形
か
ら
見
る
と
、
両
者
の
説
と
も
に
可
能
性
が
あ
る
が
、
文
意
を
総

合
し
て
考
え
る
と
、「
追
」
と
釈
読
す
べ
き
で
あ
る
。「
御
」
は
、「
禦
」

と
読
み
、
抵
禦
（
防
御
す
る
、
抵
抗
す
る
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
禦

追
」
と
は
、
防
御
と
追
撃
の
こ
と
で
あ
る
。
禦
と
追
、

（
掩
）
と
逆

（
掩
）、
関
隧
と
攻
隧
は
、
相
反
す
る
軍
事
行
為
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。

　

林
清
源
氏
は
、第
一
組
は
「

〈
閟
〉（
閉
）」
と
「
逆

〈
閟
〉（
閉
）」、

第
二
組
は
「
（
扞
）
（
術
）」（
護
衛
の
意
）
と
「
（
攻
）
（
術
）」、

第
三
組
は
「
御
（
禦
）」
と
「
追
」
で
、
す
べ
て
攻
守
の
戦
術
用
語
で
あ

る
と
述
べ
る
。

（
34
）	

林
清
源
氏
は
、
網
名
「
易
泉
」
が
「
檐
徒
州
（
周
）
其
徒
衛
」
と
釈

読
す
る
説
に
賛
同
し
、「
檐
（
擔
）
徒
」
と
「
徒
衛
」
は
部
隊
の
構
成
要

員
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
州
」
と
「
周
」
と
は
音
通
し
、
さ
ら
に

「
調
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
徒
衛
を
寄
せ
集
め
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る
。
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（
35
）	

張
崇
礼
氏
は
、
整
理
者
は
「 

 

」
を
「
梁
」
と
釈
読
し
て
い
る
が
、

こ
の
字
は
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』
第
25
簡
、上
博
楚
簡
『
中
弓
』
第
19
簡
・

第
20
簡
に
も
見
え
、「
水
」
に
従
い
桀
声
で
あ
り
、
枯
竭
の
「
竭
」（
亡
、

敗
の
意
味
）
で
あ
る
と
述
べ
る
。

（
36
）	

張
崇
礼
氏
は
、整
理
者
は
「
陳
兩
和
而
紉
之
」
と
釈
読
し
て
「
意
似
陣
、

和
相
合
」
と
述
べ
る
が
、「
紳
」
は
「
引
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
引
領

の
意
味
で
あ
る
。「
兩
和
」
と
は
、
宮
城
の
門
を
守
備
す
る
軍
士
の
こ
と

で
あ
り
、『
韓
非
子
』
な
ど
に
そ
の
用
例
が
見
え
る
。「
紉
」
と
は
連
結

す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
（『
楚
辞
』
離
騷
「
扈
江
離
與
辟
芷
兮
、
紉
秋

蘭
以
爲
佩
。」、
蒋
驥
注
「
紉
、
結
也
。」）、「
紳
兩
和
而
紉
之
」
と
は
、

左
右
の
軍
門
を
守
備
す
る
軍
士
を
率
い
て
共
に
集
ま
る
こ
と
を
指
す
、

と
述
べ
る
。

（
37
）	

張
峰
氏
は
、「
陓
」
字
は
簡
帛
論
壇
上
で
す
で
に
「
阬
」
と
釈
読
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
は
正
確
で
あ
る
。
古
書
中
の
「
阬
」
字
は
「
崗
」
の
古

字
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
箇
所
も
「
崗
」
と
読

む
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
林
清
源
氏
は
、「
隓
」
は
「
嶞
」
の
異

体
字
で
あ
り
、
狭
く
長
い
小
山
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

（
38
）	

張
峰
氏
は
、「
物涅
」
を
「
㘿
」
と
釈
読
す
る
（『
方
言
』
巻
六
「
㘿
、墊
、

下
也
。
凡
柱
而
下
曰
㘿
、
屋
而
下
曰
墊
。」、
銭
繹
箋
疏
「『
廣
雅
』「
墊
、

下
也
。」『
説
文
解
字
』「
涅
、黑
土
在
水
中
也
。」
涅
、
㘿
古
今
字
。」、『
説

文
解
字
』
土
部
「
墊
、
下
也
。」、
王
筠
『
説
文
句
読
』「
下
者
、
陷
而
下

也
。」）。
そ
し
て
、
簡
文
の
「
㘿
」
と
「
崗
」
と
は
対
文
に
な
っ
て
い
る

と
述
べ
る
。
林
清
源
氏
は
、「
礜歴
」
は
「
與
」
声
で
あ
り
、「
予
」
声
と

通
じ
る
こ
と
か
ら
、
曹
建
敦
氏
の
「
野
」
と
釈
読
す
る
説
に
賛
同
す
る
。

そ
し
て
、「
涅
野
」
と
は
沼
沢
の
類
の
地
形
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。

（
39
）	

蘇
建
洲
氏
は
、「
深
卉
」
の
「
卉
」
は
「
艸
」
と
釈
読
す
べ
き
で
あ
り
、

楚
簡
に
多
く
見
ら
れ
る
と
述
べ
る
。

（
40
）	「
陳
後
若

」
の
「

」
は
、
整
理
者
は
「
龜
」
と
釈
読
し
、
一
方
、

網
名
「youren

」
は
「
繩
」
と
釈
読
し
、
作
戦
の
法
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
張
峰
氏
は
、
楚
文
字
の
「
黽
」
と
釈
読
で
き
る
文
字
、

お
よ
び
「
黽
」
に
従
う
文
字
は
す
べ
て
「
龜
」
と
釈
読
す
べ
き
で
あ
り
、

こ
こ
は
整
理
者
の
解
釈
に
従
う
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
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